
公共・加治川特環 農業集落排水 月岡特環

基本使用料（10㎥まで） 1,380 1,100 1,430

超 過 料 金
(１㎥につき)

10㎥超～30㎥ 150 120 143

30㎥超～50㎥ 170 130 154

50㎥超～100㎥ 190 140 165

100㎥超 210 150 176

⑴ 各事業概要(令和６年３月末現在)

⑵ 経営状況(令和５年度決算)

① 収益的収支(税抜・百万円)

② 資本的収支(税込・百万円)

(説 明)
①収益的収支は、下水道サービスに係る経費に対し、使用料収入、公費負
担分である他会計繰入金などによりほぼ収支均衡しています。

②資本的収支は、施設整備費・企業債の返済金とその財源ですが、支出を
補助金と企業債のほか他会計繰入金で賄います。予算制度上、収支不足が
生じるため、損益勘定留保資金などで補塡します。なお、令和５年度から他会
計繰入金の上限額を設定したため、資金不足が見込まれる分に対し資本費平
準化債を活用しました。
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供用開始 H１４ H２ H１２ H２３

処理人口 ５２,６２３ １２,２９６ ５,４９１ ２６ ７０,４３６

水洗化人口 ３４,２４７ ７,３９２ ４,８１９ ２０ ４６,４７８

水洗化率 ６５.１ ６０.１ ８７.８ ７６.９ (６６.０)

下水道使用料, 

1,023 

他会計繰入金

803 

長期前受金戻入, 

1,720 

その他

29 

収 入

(3,576)

⑶ 下水道使用料体系(１か月・税抜・円)

(説 明)
現在の下水道使用料体系は３通りありますが、公共体系で県内他市と比較
すると、中位の水準となっています。なお、令和８年度に公共体系に統一化を
予定しています。

⑴ 見通し

（説 明）
①行政人口は減少する見通しですが、本市下水道事業は未普及整備の途
上にあることから、人口動態と異なる動きをします。

②汚水処理人口(汚水処理施設を利用できる人口)は、増加中ですが、計画
期間中に減少に転じる見通しです。

③水洗化人口(接続人口)・④有収水量(使用料の対象水量)は、計画期間中
増加し続ける見通しです。

⑵ 課 題

① 未普及対策の推進

② 老朽化施設の増加

③ 官民連携の推進

④ 適正な下水道使用料収入の確保と接続率の向上

⑴ 趣旨・位置付け

「新発田市下水道事業経営戦略」は、持続可能かつ健全な下水道サービ
スの提供を目的に、中長期的な経営の基本計画として策定するものです。
「新発田市まちづくり総合計画」や国・県の下水道計画等の上位計画と整
合を図りながら、既存計画である「新発田市汚水処理施設整備構想」等を
踏まえ、策定しました。

⑵ 計画期間

令和６年度から令和１５年度までの１０年間
(試算期間：令和６年度から令和４５年度までの４０年間)

⑶ 対象事業

公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業・
小規模集合排水処理事業

項 目 単位 R５実績 R１５見通し 備 考

① 行 政 人 口 人 ９２,２７６ ８３,２１６

② 汚 水 処 理 人 口 人 ７８,２４０ ７８,１４３ 浄化槽含む

③ 水 洗 化 人 口 人 ４６,４７８ ５１,７０４ 接続人口

④ 有 収 水 量 千㎥ ６,１９７ ６,８４８

⑤ 職 員 数 人 ３０ ２８

新発田市下水道事業経営戦略【概要版】

１ 策定方針（詳細版 P.1～2）

２ 現 況（詳細版 P.3～15）

⑴ 基本理念

“ 清潔で快適な暮らしをつくり 次世代へつなぐ下水道 ”

⑵ 基本方針

Ⅰ 計画的・効率的な下水道施設の整備と維持管理

Ⅱ 下水道経営の健全化と経営基盤の確立

⑶ 経営目標(R１５目標値)

① 汚水処理人口普及率 ９０％以上 (R５実績８４.８％)

② 水洗化率(集合処理の接続率) ７０％以上 (R５実績６６.０％)

③ 経費回収率 １００％ (R５実績９７.９％)

５ 投資・財政計画(収支計画)の試算（詳細版 P.26～34）

⑴ 物価上昇率等の設定

物価上昇率 ０.７４％/年

人件費上昇率 ０.１％/年

⑵ 投資の試算

（説 明）
①未普及対策事業は、計画期間以降も続き、令和２５年度完了を目途に実
施しています。

②広域化・共同化事業は、農集排から公共への統合事業ですが、令和６年
度に中井、令和８年度に島潟で事業完了予定です。なお、加治川以北の４処
理場は存続します。

③施設老朽化対策事業は、主に処理場施設とマンホール形式ポンプ場の
改築を実施予定です。

区 分 項 目 試算方法

収益的収入 下水道使用料 使用料単価に見込有収水量を乗じて算定

収益的収入
資本的収入

他会計負担金
他会計補助金

総務省通知に基づく基準内繰入のほか、基準
外繰入(他会計補助金)を計上し、合計２１億円
に上限設定

資本的収入 企業債 充当率を１００％に算定
資金状況に応じ資本費平準化債を活用

資本的収入 基金取崩収入 R７～R１１の間で取崩し

区 分 項 目 試算方法

収益的支出 職員給与費 職員見込数を踏まえ、上昇率を加算

経費 有収水量の推移を踏まえ、上昇率を加算

支払利息 下水道事業債 40年(利率1.6%)、10年(利率0.5%)
資本費平準化債 20年(利率1.1%)

企業債, 2,095 
他会計繰入金

1,298 

国・県補助金

596 

受益者負担金ほか

130 
収支不足額

589 

収 入

(4,119)

事業名 事業費(億円) 事業期間

① 未 普 及 対 策 事 業 ３４５.４ R６～R１５

②広域化 ・共同化事業 ５.５ R６～R８

③施設老朽化対策事業 １８.７ R６～R１５

計 ３６９.６

経営目標 目標値 計画値 結 果

① 汚水処理人口普及率 ９０％以上 ９３.３％ 達 成

② 水洗化率
(集合処理の接続率)

７０％以上 ７１.４％ 達 成

③ 経費回収率 １００％ ９８.４％ 未達成

人件費, 118 

施設管理費・維持管

理負担金

584 

減価償却費等, 

2,178 

支払利息

518 

その他

73 
純利益

105 

支 出

(3,471)

⑶ 主な財源の試算

⑷ 投資以外の試算

⑸ 経営目標に対する試算結果の検証

３ 将来の事業環境（詳細版 P.16～23）

４ 経営の基本理念・基本方針（詳細版 P.24～25）

(説 明)
経営戦略における収支計画は、計画期間内の収入と支出が均衡することを
要件としています。現行の使用料で試算した場合、他会計繰入金により損失
が生じませんが、経費回収率は目標を達成できません。

独立採算制の原則からすると、目標値を１００％以下に修正することは適当
でないため、使用料改定の検討を行う必要があります。

建設改良費, 2,624 
企業債償還金, 

2,084 

支 出

(4,708)



７ 今後の取組予定（詳細版 P.58～59）

８ 事後検証・改定等（詳細版 P.60）

⑺ 下水道使用料改定前後比較

① 下水道使用料収入・経費回収率（改定前後）

② 資本費平準化債(改定前後)

■収益的収支

計画期間の全期間内において収入が支出を上回り、純利益を確保できる見
込みです。ただし、収益的収入は使用料収入のほか他会計繰入金で支出と
バランスを取るため、使用料改定を行っても、純利益は増えません。

■資本的収支

計画期間内は、未普及対策事業を中心とした建設改良費と企業債償還金に
より資本的支出は年６０億円程度要する見込みです。

６ 投資・財政計画(収支計画)１０年間（詳細版 P.35～57）

主な取組事項

項目 取組事項

広域化・共同化・
最適化

平成３０年１月に国土交通省等から「汚水処理の事
業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」
が通知され、下水道事業の広域化を推進することが求
められています。関係自治体と協働し、広域化・共同化
に向けた検討を進めていきます。

投資の平準化 今後、維持管理情報を起点としたストックマネジメン
トサイクルを確立し、投資の最適化・平準化を進めてい
きます。

民間活力の活用
(PPP/PFIなど)

将来の更新需要の増加に備え、民間の資金・ノウハ
ウを活用した事業手法について検討を進めていきます。

その他の取組 事業実施の効率性や生活の利便性の向上を図るた
め、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や新し
い技術の積極的な導入の検討を進めていきます。

本経営戦略は令和１５年度までの１０年間の計画ですが、社会情勢の変化
が激しい昨今では、本市の下水道事業を取り巻く環境も大きく変化すること
が考えられます。そこで、変化する社会情勢を踏まえつつ、本経営戦略で掲
げた取組を着実に遂行するため、目標や計画の達成状況について年度ごと
に点検・評価(モニタリング)を行っていきます。また、おおむね５年以内に経
営戦略を改定します。
今後は、「計画策定(Plan)-実施(Do)-検証(Check)-見直し(Action)」のサイ
クルを活用して、本経営戦略における投資・財政計画と実績とのかい離及び
その原因を分析し、次期経営戦略策定に反映させます。

⑹ 下水道使用料改定の検討

主な改定要件

・令和８年度に使用料を公共体系に統一すること。

・計画期間最終年度に経費回収率１００％を達成できること。

・使用料改定により企業債の借入額を抑制できること。

・整備が概成するまでの間は、使用料の改定回数を最小限にすること。

・令和１４年度以降、基準内繰入の要件が外れ、経費回収率が悪化する見

通しであること。

令和１３年度に１５％程度の改定が必要

(説 明)
①令和１３年度に平均１５％の使用料改定を行った場合、使用料収入は約３
億５千万円増額し、経費回収率は目標に掲げた１００％を達成できる見込み
です。

②他会計繰入金の上限設定に伴い活用している資本費平準化債も、使用
料収入の増額によって計画期間内で総額９億円を抑制できる見込みです。

ただし、使用料の改定(値上げ)は、市民の家計負担増に直結するだけでなく、
接続率の低い本市の状況では下水道への接続を阻害する要因にもなること
から、下水道事業審議会等で意見を聴きながら慎重に見極めていく必要があ
ります。

■企業債残高

投資の財源として高依存しているため、使用料改定により企業債の借入
額を抑制しても残高は増加する見通しです。
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